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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作装置によって屈曲することができ、複数のホース部材（４、５、６、７）を有する遠
位側円筒状端部（２）を備え、
前記ホース部材（４、５、６、７）が軸心から離れるように、かつ円筒状端部（２）に沿
って延びるように設けられ、
前記ホース部材（４、５、６、７）のそれぞれが、圧力が印加されたとき長手方向に延び
るような連続した圧力容器を形成し、このために前記ホース部材（４、５、６、７）のそ
れぞれが、少なくとも所定の印加圧力範囲において弾性を有しない合成樹脂材料からなる
少なくとも１つのベローズを備えた内視鏡シャフトであって、
前記ベローズによって形成された折り目が連続した円弧状の溝を定め、当該溝が前記筒状
端部（２）の円周状表面に向かって並ぶように、前記ホース部材（４、５、６、７）が設
けられてなる
ことを特徴とする内視鏡シャフト。
【請求項２】
前記連続した円弧状の溝が、前記円筒状端部（２）の中心軸に対して鋭角に並び、らせん
形が形成される請求項１記載の内視鏡シャフト。
【請求項３】
前記連続した円弧状の溝が、前記円筒状端部（２）の中心軸に対して直角に並ぶ請求項１
記載の内視鏡シャフト。
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【請求項４】
前記ホース部材の長手方向に対して横向きのホース部材の膨張を抑制する手段が設けられ
る請求項１、２または３記載の内視鏡シャフト。
【請求項５】
前記膨張を抑制する手段が、前記ホース部材の外側に配置された支持コルセットである請
求項４記載の内視鏡シャフト。
【請求項６】
前記支持コルセットが、らせん形状をなすよう並べられた前記ベローズの溝に嵌め込まれ
るらせんばねである請求項５記載の内視鏡シャフト。
【請求項７】
前記支持コルセットが、好ましくは強化されたホース状外皮である請求項５記載の内視鏡
シャフト。
【請求項８】
前記支持コルセットが、前記内視鏡筒体の長手方向において互いに離間した所定の数のた
がまたはリングであり、当該たがまたはリングが、前記シャフト端部（２）の中心軸に直
角に並べられた前記ベローの前記溝に嵌挿される請求項５記載の内視鏡シャフト。
【請求項９】
それぞれのホース部材が、断面において、それぞれのホース部材は、円の断片、好ましく
は４分円形、を形成し、所定の数、好ましくは４つの、円の断片の形状を有する前記ホー
ス部材が互いに側壁で隣接する請求項１、２、３、４、５、６、７または８記載の内視鏡
シャフト。
【請求項１０】
前記支持コルセットが、前記ホース部材によって一体に形成された半径外側部に配置され
る請求項９記載の内視鏡シャフト。
【請求項１１】
前記支持コルセットが、前記ホース部材の長手方向に拡がり、２つの直接的に隣接したホ
ース部材を連結する接着材ビードである請求項８記載の内視鏡シャフト。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、屈曲可能な端部を有する内視鏡シャフトに関する。より詳しくは、本発明は、
操作装置によって屈曲することができ、複数のホース部材を有する遠位側円筒状端部を備
え、前記ホース部材が軸心から離れるように、かつ円筒状端部に沿って延びるように設け
られ、前記ホース部材のそれぞれが、圧力が印加されたとき長手方向に延びるような連続
した圧力容器を形成し、このために前記ホース部材のそれぞれが、少なくとも所定の印加
圧力範囲において弾性を有しない合成樹脂材料からなる少なくとも１つのベローズを備え
た内視鏡シャフトに関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡とは特に医療目的のために身体体腔または管腔を観察するための器具である。内視
鏡は特に食道、胃、胃から十二指腸、肛門から腸、尿管、膀胱および尿道をそれぞれ観察
するために導入された。この種の内視鏡はその前端に照明装置ならびに観察さるべき体腔
または管腔の当該部位を視覚的に把握するための光学系を備えている。内視鏡の前端前方
で捉えられた光学情報はつい先頃まで内視鏡を貫通する光ファイバーにより後方の操作部
へ伝送されるのが通例であったが、現在では、内視鏡の前部先端にカメラチップを取りつ
け、電気的に画像を伝送し、得られた光学情報をモニタスクリーンに再現する方法が最新
の技術水準を表わしている。
【０００３】
内視鏡はさらに通例いわゆる作業用チャンネルまたは導管を有し、該チャンネルを通して
多様な作業ツールを挿入して操作することが可能である。たとえば組織試料を採取するた
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めの小形鉗子、生検針、加熱式切断ワイヤ、小形剪刀、凝固電極等が挿入され、場合によ
り損傷組織の手術処置が実施される。最後に、洗浄液用のチャンネルや、内視鏡の前端を
いくつかの方向に屈曲させるための操作ワイヤが組込まれている。これらの操作ワイヤは
またも内視鏡シャフト内の個々のチャンネルを通してその前端ないし遠位端に導かれ、該
端部を内視鏡シャフトの反対方向において１６０°まで三次元方向に屈曲させる。
【０００４】
ところでこの場合、特に、前記遠位端の屈曲操作中に操作者に伝えられる感触の点で重大
な問題が生ずる。それゆえ、たとえば腸の観察に際し、前記遠位端の屈曲操作中に腸壁が
損傷を蒙る危険が存在する。さらにまた、観察されるべき部位あるいは場合により治療さ
れるべき部位に前記遠位端を正確に位置決めすることが可能でなければならず、これには
所定の屈曲ポジションに達した後の充分な屈曲性と同時に剛性が必要である。
【０００５】
前記問題の解決を図るため、特許文献１記載の従来の技術は、前記の遠位端部を長手方向
に隣接ないし連接した層を成す複数の蛇腹状の円盤体ないし膨張体によって形成すること
を記載しており、該要素体のうちそれぞれ２つは直径方向において対向した１つの要素体
層を形成し、該要素体のうち２つの長手方向において直接隣接した要素体対は互いに９０
°位相ずらしされている。これにより、個々の円盤状膨張体が長手方向で見て一方の層で
は交互に０時と６時の方向に位置し、隣接ないし上方に配置された層では３時と９時の方
向に位置することとなる構造が生ずる。このようにして、同じ角度ポジションにある蛇腹
の当該操作によりその膨張ないし収縮時に意図した方向への遠位端の屈曲を達成すること
が可能であり、この場合、該遠位端が所定の屈曲姿勢に達した後前記膨張体を当該姿勢に
いわばフリーズし、こうして該遠位端の姿勢が固定されることとなる。
【０００６】
このあいだに実施されたテストから、前記の円盤状膨張体から遠位端を製作することはこ
れらの膨張体が互いに液密油圧連結されなければならないために非常にコスト高となるこ
とが判明した。したがって前記膨張体自体の製作がきわめて高いコストを要し、該膨張体
の組付けも労働集約的である。それゆえこのようにして製作された内視鏡シャフトはコス
トの点から見て使い捨て品としてはむしろ不適である。
【０００７】
【特許文献１】
独国特許出願公開第１００１０９３２号明細書（第２－５欄、図１、図４）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
前記の問題に鑑み、本発明の目的は、安価な製作が可能であってかつ機能性の改善された
内視鏡シャフトの遠位側端部用構造物を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記課題は本発明による内視鏡シャフト、すなわち、
操作装置によって屈曲することができ、複数のホース部材を有する遠位側円筒状端部を備
え、
前記ホース部材が軸心から離れるように、かつ円筒状端部に沿って延びるように設けられ
、
前記ホース部材のそれぞれが、圧力が印加されたとき長手方向に延びるような連続した圧
力容器を形成し、このために前記ホース部材のそれぞれが、少なくとも所定の印加圧力範
囲において弾性を有しない合成樹脂材料からなる少なくとも１つのベローズを備えた内視
鏡シャフトであって、
前記ベローズによって形成された折り目が連続した円弧状の溝を定め、当該溝が前記筒状
端部の円周状表面に向かって並ぶように、前記ホース部材が設けられてなる
ことを特徴とする内視鏡シャフトによって実現される。
【００１０】



(4) JP 4044463 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

したがって本発明による内視鏡シャフトは操作装置によって屈曲可能な遠位側端部を有し
ている。該遠位側円筒状端部は内視鏡シャフトの長手軸に対して軸心から離れるように分
散配置されて該端部の長手方向に延びる少なくとも１本のホース部材を有し、該ホース部
材は複数の山が直接、つまり一直線状に連接配置されて一体に形成された蛇腹状のベロー
ズからなるとともに連続した１つの圧力容器を形成している。この圧力容器を加圧する際
に該ホース部材はその長手方向に伸長し、それが分散配置されていることにより必然的に
前記遠位側端部の屈曲をもたらすこととなる。
【００１１】
ホース部材は、好ましくは、ベローズによって形成される折り目が、端部の円周状表面に
互いに並べられることによって、１または複数の連続する円周状の溝を定めるよう、配置
される。
【００１２】
前記のホース状ベローズシステムは、冒頭に述べた従来の技術に比較して、容易にたとえ
ば押出し成形によってすでに単一部品として製作することができ、それゆえもはや遠位側
端部へと組付けるにあたり先ず一体化して溶接するという必要がないとの利点を有してい
る。
【００１３】
ホース部材のベローズが長手方向に延びているため、場合により加圧時に長手方向伸長の
みならず半径方向への多少の膨張も生じ、これが場合によっては遠位側端部全体の半径方
向の膨張を結果することがある。これを確実に回避するため、本発明の好適な実施形態と
して、それぞれのホース部材の長手方向に対して横向きの膨張を制限する手段が配置され
ている。好ましくは、こうした膨張を制限する手段とはホース部材の外周に配置された支
持コルセットである。この構成の利点は、外側支持コルセットの配置を予測される圧力条
件ならびに所与の取付けスペースに応じ最適な対策として実施できることであり、また種
々異なった寸法のコルセットを使用することもできる点にある。これにより個々の使用ケ
ースに適合させ得るいわば一体式ホース部材を形成することができ、総製作コストのさら
なる低下を実現することが可能である。
【００１４】
本発明のその他の態様は、特許請求の範囲の各従属項において規定したとおりの主題であ
る。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下添付図面を参照し、好適な実施例を挙げて、本発明を詳細に説明する。
【００１６】
特に図１から理解できるように、本発明の第一の好ましい実施例による内視鏡シャフト１
は屈曲可能な遠位側円筒状端部２を有し、該遠位側端部は操作装置３によって屈曲させら
れる。この操作装置３については図７に示した一つの考えられ得る、ただし別途の構成も
可能な、実施例を参照して以下にさらに説明する。この場合、この遠位側円筒状端部２は
該セクションの長手方向に延びる少なくとも１本（本例では４本）の軸心から離れるよう
に分散配置されたホース部材４～７を有し、該ホース部材は前記の長手方向延びを達成す
るため複数（少なくとも２個）の山が基本的に１直線状に連接配置された蛇腹状のベロー
ズから一体的に形成されている。この長手方向に延びたホース状のベローズ要素は単一の
、すなわち連続した１本の圧力容器を形成し、加圧に際して基本的に長手方向にのみ伸長
する結果、少なくとも１つのベローズ要素が分散配置されていることによって前記の屈曲
可能な端部は屈曲されることとなる。
【００１７】
内視鏡シャフト１はさらに後方シャフト部８を有し、該セクションの後端には遠位側端部
２の操作装置３（図１には示されない）が接続されており、該後方シャフト部自体は従来
の技術から公知の折返しチューブシステムからなる送り装置９に嵌挿されているのが好ま
しい。この後方シャフト部８は一連の互いに独立した作業用チャンネル、供給用チャンネ
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ルおよび操作用チャンネルを含み、たとえばホース部材４～７に個別に加圧するための圧
媒液、洗浄液、作業ツール、または端部２の遠位端に配置されたシャフトヘッド１０の光
学装置ないし電気装置用の伝送ケーブルがこれらのチャンネルを通して導かれる。
【００１８】
後方シャフト部８の前端には、該シャフト部８内に形成されている前記チャンネルが遠位
側端部２内の該当チャンネルと液密連結されるようにして、屈曲可能な遠位側端部２が確
実に接続されている。このため遠位側端部２は後方シャフト部８と不可分に溶接結合され
ているのが好ましいが、ただし着脱式の差込継ぎまたはねじ継ぎも考えられることは言う
までもない。
【００１９】
遠位側端部２の最先端には、特に遠位側端部２が後方シャフト部８に接続されているのと
同様にして、シャフトヘッド１０が接続されている。図５にシャフトヘッドの拡大図を示
す。図５（ａ）はシャフトヘッドを前端面（正面）から見た概略図、図５（ｂ）は図５（
ａ）のＡ－Ａ線の断面図である。図５に拡大して示したように、シャフトヘッド１０は少
なくとも前端面が閉じたケーシング１１からなり、該ケーシングにはケーシング前端面と
平行に配されたボード１２が嵌挿されている。ボード１２には光電セル２５およびレンズ
絞り部２４からなるカメラチップ１３、ならびに照明手段２７が取付けられており、これ
らはそれぞれケーシング前端面に設けられた該当穴を通して突き出て封止されている。さ
らにケーシング１１内にはほぼ中央に１本の作業用チャンネル１４が配されており、該チ
ャンネルは同じくボード１２を貫通し、前記のケーシング前端面に設けられた穴に合して
いる。図５に示した正面図から理解されるように、作業用チャンネル１４の両側にはさら
に別の、たとえば光学レンズ洗浄用スプレー手段２８および照明手段２７などが設けられ
る。
【００２０】
図２～４は種々の実施形態による屈曲可能な遠位側端部２の側面ならびに断面を示したも
のである。
【００２１】
同図から判明するように、図２に示した屈曲可能な遠位側端部２は４本のホース部材４、
５、６、７を有し、これらはそれぞれ断面で見て四分円の一つを形成している。各々のホ
ース部材４～７はできるだけ延性の低い、ただしフレキシブルな材料、たとえば強化され
たプラスチックからなるチューブ状中空体で構成され、その外側の四分円弧壁部は両側の
平らな側壁部よりも厚い肉厚を有している。さらに各ホース部材４～７は断面で見てそれ
ぞれ一つの内側円弧部を有し、該円弧部は４本のホース部材４～７全体が合体されると中
心にある１本の作業用チャンネル１５をとり囲むこととなり、該チャンネルはシャフトヘ
ッド１０内の該当作業用チャンネル１４ならびに後方シャフト部８内の該当作業用チャン
ネルと連結されている。
【００２２】
図２（ａ）に示した側面図から各ホース部材４～７のベローズ構造が認められる。同図に
示したように、各ホース部材４～７は半径方向に突き出た多数の山１６ないし畝を有して
おり、これらの山ないし畝はホース部材４～７の長手軸に対して、鋭角をなし、斜向して
いる。これにより、４本のホース部材４～７全体を合体させた後、山１６によって外側に
スパイラル形状が形成される。
【００２３】
さらに一種の外側支持コルセットが遠位側端部２を取巻いており、該コルセットは加圧時
のそれぞれのホース部材４～７の半径方向の膨張を連携して阻止することとなる。図２に
示した実施例においてこの外側支えコルセットはらせんばね１７で形成されており、その
ピッチと寸法は遠位側端部２の外側スパイラル形状に合わされ、半径方向に突き出た山１
６のあいだ、すなわち前記スパイラル形状の溝に嵌め込まれている。このらせんばねワイ
ヤは（たとえば矩形断面または楕円形断面を有し）、ばね１７の曲げにはできるだけわず
かな力しか要らないが、ばね１７の半径方向拡張に対しては大きな抵抗力を発揮するよう
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に形成されているのが好適である。ばね１７はさらにホース部材４～７に対して内向きの
半径方向力をおよぼし、それぞれのホース部材の相対位置を保定する。
【００２４】
図３は本発明による屈曲可能な遠位側端部２の第２の好ましい実施例を示したものであり
、前記の第１の実施例と同じ部品には同じ符号を付してある。
【００２５】
この第２の実施例において、前記の支持コルセットは弾性を有する好ましくは強化された
ホース状外皮１８で形成されており、該外皮は合体されたホース部材４～７に一定のプレ
ストレス下で被着されていることから、ホース部材４～７には半径方向内向きの力がおよ
ぼされることとなる。外皮１８とホース部材４～７とのより強固な一体化を実現するため
、外皮１８をホース部材４～７上で収縮させるかまたはこれに接着することも可能である
。さらに図３から判明するように、第２の実施例による各ホース部材４～７のベローズの
構造は第１の実施例のそれとは相違している。この実施例においてらせんばね１７はパイ
プ状外皮１８に代えられていることから、この場合には、図２に示したスパイラル状ベロ
ーズの構造を実現することも可能であるとはいえ、必ずしもそうした構造を採用する必要
はない。この場合には各ホース部材４～７の半径方向外側に突き出た山１６は、ホース部
材の長手軸に垂直であって互いに平行に離間した半径方向リングセグメントとして形成さ
れており、これらセグメントは４本のホース部材４～７が合体された状態で互いに相補し
て閉じたリングを形成する。弾性外皮１８に加えてまたはそれに代えて個々の金属ベルト
ないしプラスチックベルトのたがまたはリング（詳細を図示せず）を山１６のあいだの溝
に嵌め込み、加圧時のホース部材４～７の半径方向膨張を阻止することも可能である。
【００２６】
最後に図４は本発明による遠位側端部の第３の好ましい実施例を示したものであり、この
場合にも先にすでに説明した部品については同じ符号を付してある。
【００２７】
この場合、ホース部材４～７は第２の実施例と同様に形成されているが、ただし第１の、
すなわちスパイラル状に形成された山１６を備えた実施例と同様に形成することも可能で
ある。ホース部材全体が合体された状態において、四分円形ホース部材４～７のそれぞれ
の陵が製造技術上からして丸み付けされているため、長手方向に延びる連続した条溝１９
が形成される（図２（ｂ）、図３（ｂ）参照）。これらの条溝１９は本発明による支持コ
ルセットの収容部として利用することが可能である。本例において、長手方向に延びるこ
の条溝１９には接着材２０が充填されており、該接着材のビードはその固化後、一方で、
隣接したそれぞれのホース部材４～７の外側接合を結果し、他方で、補強ストラップとし
て機能することとなる。この形の支えコルセットはすでにホース部材４～７の合体と共に
形成され、しかも遠位側端部２の寸法が半径方向に拡大されることもない。そのかぎりで
この接合方法は単独の対策として加圧による半径方向膨張を制限するのに適しているだけ
でなく、特に、図２および３に関連してすでに説明した対策を補うものとしても適してい
る。
【００２８】
図７は遠位側端部２のホース部材４～７用の操作装置の一例を示したものである。同図か
ら判明するように該装置は４個のピストン／シリンダ・ユニットまたはそれに代えて２個
の対向ピストン／シリンダ・ユニット２１を有し、これらは１本の操作ロッド２２によっ
て互いに連結されている。各シリンダまたは――両側（往復行程）作用する対向ピストン
シリンダにおいて――各シリンダ側は内視鏡シャフト内に配された操作用チャンネル２３
を経てホース部材４～７のそれぞれ１本と油圧連結されており、１本のホース部材を加圧
するべく１本のシリンダ（シリンダ側）が操作されると、同時に、別のシリンダ（シリン
ダ側）が操作されてそれぞれ直径方向に対向する他の１本のホース部材が相応して減圧さ
れることとなる。このようにして少なくとも１本のホース部材が長手方向に伸長されると
、他方で該ホース部材と直径方向において対向するホース部材が長手方向に短縮され、こ
れによって短縮するホース部材の方向に遠位側端部２が屈曲されることとなる。
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【００２９】
本発明による内視鏡シャフトの機能態様、特に遠位側端部２の機能態様を図６および図７
、８を参照して説明する前に、なお、前記の実施例に関して考えられ得る以下の変種を述
べておくこととする。
【００３０】
内視鏡は、その投入・使用目的に応じ、検査さるべき体腔内で手動によって全体的に回転
させることが可能である。したがってこの場合には前記の屈曲可能な遠位側端部を全方向
に屈曲し得るように形成する必要はない。この場合にはむしろ一方向のみの（二次元的）
屈曲を可能とすれば充分である。これは１本または２本のホース部材を分散配置するだけ
ですでに実現可能であり、またこの場合、ホース部材は四分円形状を有する必要もなく、
他の任意の断面形状を有していてよい。こうした方法により内視鏡シャフト全体の製作コ
ストが減少するだけでなく、さらにまた他のもしくはより大きな作業用チャンネルおよび
供給用チャンネルのためのスペースも得られることとなる。
【００３１】
図３に示したホース状外皮パイプ１８には、外皮１８の半径方向膨張を阻止するがただし
該外皮材料の長手方向弾性には大きく影響しない外装を設けることができる。
【００３２】
前記のホース部材は基本的にまっすぐ長手方向に延びる１本の空洞を形成するが、ホース
部材をスパイラル状に形成し、加圧時に基本的にそれから結果する長手方向伸長によって
シャフトヘッド１０が一種の前進円運動を実現するようにすることも可能である。
【００３３】
ただし、これらのすべての変種ならびに前記の実施例は単一の一体空洞を有した長手方向
に延びるホース部材のベローズを備える点で共通しており、該要素ベローズは単一の一体
部品として単一の製造工程で容易かつ安価に製造しかつ組立てることが可能である。さら
に肉厚の配分ならびに特に外側の支えコルセットも同じく半径方向の膨張をできるだけ阻
止し、加圧時に長手方向伸長のみが許容されるようにするのに有意的である。
【００３４】
機能態様の説明には図６～８を参照されたい。
【００３５】
図６には、図４に示した遠位側端部構造を例として、印加圧力差による遠位側端部の挙動
が示される。ここで印加圧力差とは、分散配置された４つのホース部材の、直径方向に対
向する、たとえばホース部材５および７（図４（ｂ）参照）に印加される圧力の差の値を
意味する。図６（ａ）では、印加圧力差は実質上ゼロである場合で、遠位側端部は直線状
である。図６（ｂ）、図６（ｃ）では、それぞれ印加圧力差がこの順に増加するときの遠
位側端部の状態が示される。図６に示す例ではホース部材５に印加される圧力がホース部
材７に印加される圧力より大きい場合である。印加圧力差の増加にともなって、ホース部
材５および７の長手方向の伸長短縮の差が増し、その結果遠位側端部は屈曲し、屈曲半径
（曲率半径）が、差圧に伴い小さくなる。
【００３６】
図７から判明するように、操作ロッド２２が手動によってスライド運動させられると、そ
れに接続されたピストン／シリンダ・ユニット２１が相応して作動され、これにより圧媒
液が油圧パイプ２３と内視鏡シャフト１内の油圧用チャンネルとを経てホース部材４～７
に導かれまたは該ホース部材から吸引される。その際ホース部材４～７の少なくとも１本
に造成される圧力によって当該ホース部材は長手方向に伸長され、他方、直径方向におい
て対向するホース部材は圧媒液の吸引によって長手方向に短縮される。
【００３７】
図８に、操作ロッド、ピストン／シリンダユニット、油圧パイプと該ホース部材４～７と
の関係が、より明瞭に示される。直径方向において対向するホース部材４および６（また
は５および７）は、それぞれ油圧パイプ２３ａおよび２３ｃ（または２３ｂおよび２３ｄ
）を経由して、対向するピストン／シリンダユニットに接続される。たとえば、図８にお
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いて操作ロッドを上方向に移動させると、油圧パイプ２３ｃを経由してホース部材６に圧
媒液が送出される一方、ホース部材４から油圧パイプ２３ａを経由して圧媒液が吸引され
、その結果ホース部材６が長手方向に伸長され、ホース部材４は長手方向に短縮され、下
方に屈曲することになる。
【００３８】
すでに先に触れたように、本発明による外側支えコルセットがホース部材４～７の半径方
向膨張を阻止もしくは低下させる結果、圧媒液の流入体積流量は基本的に当該ホース部材
の長手方向伸長にのみ変換される。外側支えコルセットのこの作用はさらに、各々のホー
ス部材４～７の半径方向外壁が側壁に比較して肉厚に形成され、したがって変形すなわち
半径方向膨張に対して高い抵抗を示すことによって補強される。
【００３９】
制御されるホース部材の長さの相違により、ホース部材を内蔵した遠位側端部は短い方の
ホース部材の方向に屈曲され、これによりシャフトヘッド１０は各々の方向に１８０°ま
で屈曲することができる。このようにしてシャフトヘッド１０を各々の任意のポジション
にもたらし、該ポジションにおいてその都度の圧媒液圧を保定することにより該シャフト
ヘッドを当該ポジションにいわば固定することが可能である。
【００４０】
【発明の効果】
叙上のように、本発明の内視鏡シャフトの遠位側端部の構造によれば、複数のホース部材
が軸心から離れるように分散配置され、それぞれのホース部材に圧力が印加されたとき長
手方向に延びるような連続した圧力容器を形成するため、ベローズを備えて、折り目が連
続した円弧状の溝を有して溝が表面に並ぶようにホース部材が設けられているので、安価
な製作が可能であって、各ホース部材に印加する圧力を制御することによって、任意の方
向、角度に屈曲可能であり、また屈曲した状態で固定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の好適な実施例による内視鏡シャフトの前方セクションを屈曲可能
な遠位側端部と共に示した図である。
【図２】図１に示した屈曲可能な遠位側端部の拡大図である。
【図３】発明の第２の好適な実施例による屈曲可能な遠位側端部を示した図である。
【図４】本発明の第３の好適な実施例による屈曲可能な遠位側端部を示した図である。
【図５】第１の好適な実施例による屈曲可能なエンドセクションを備えたシャフトヘッド
の正面図および断面図であり、このシャフトヘッドは図３または図４に示す実施例による
屈曲可能な端部にも搭載可能であることは言うまでもない。
【図６】加圧に際する本発明による遠位側端部の運動挙動を示した図である。
【図７】本発明による遠位側端部の操作装置を示した図である。
【図８】本発明による遠位側端部の操作装置と各ホース部材との接続例を示した図である
。
【符号の説明】
１　　内視鏡シャフト
２　　遠位側端部
４、５、６、７　　ホース部材
８　　後方シャフト部
９　　送り装置
１０　　シャフトヘッド
１１　　ケーシング
１２　　ボード
１３　　カメラチップ
１４、１５　　作業用チャンネル
１６　　山
１７　　らせんばね
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１８　　外皮
１９　　条溝
２０　　接着剤
２１　　ピストン／シリンダユニット
２２　　操作ロッド
２３、２３ａ、２３ｂ、
２３ｃ、２３ｄ　　　　油圧パイプ
２４　　レンズ絞り部
２５　　光電セル
２６　　電極
２７　　照明手段
２８　　スプレー手段

【図１】 【図２】
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